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参考資料 

１ 設置要綱 

恵庭市公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱 

（設置） 
第１条 恵庭市における住宅施策のうち、恵庭市営住宅等長寿命化計画（以下「長寿命
化計画」という。）策定のため、恵庭市営住宅等長寿命化計画策定委員会（以下「委
員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、長寿命化計画を策定する。 
(1) 計画策定の目的 
・基本理念、基本目標 
・将来フレーム 
・公営住宅施策の基本理念、基本目標 

(2) 公営住宅施策の課題 
・長寿命化に関する基本方針 
・公営住宅の将来目標量の設置 
・長寿命化を図るべき公営住宅の設定 

(3) 公営住宅施策の展開 
・活用手法の判定方法 
・団地別住棟別活用方針 
・公営住宅事業年次プログラム 
・再生団地の基本方針 

(4) 中間年次の改定 
(5) その他長寿命化計画に関する項目 
（組織） 
第３条 委員会は別表１に掲げる職員で組織する。 
２ 委員会には委員長を置き、建設部長をもってあてる。 
３ 委員長は必要があると認めるときは、委員会及び作業部会に職員以外の者を任命す
ることができる。 
（委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し会議を主宰する。 



99 

（作業部会） 
第５条 委員長は、別表２に掲げる職員で組織する作業部会を設置し、庁内調整にあた
らせる。 
（会議） 
第６条 委員会及び作業部会は、必要に応じて委員長が招集し、必要があると認めると
きは、それぞれ職員以外の者を出席させることができる。 
（任期） 
第７条 委員の任期は、長寿命化計画の策定をもって終了する。なお、中間年次の改定
については、長寿命化計画の改定をもって終了する。 
（事務局） 
第８条 この委員会の事務局は、建設部市営住宅課に置く。 
   附 則 
この要綱は、平成２２年１０月１８日から実施する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年６月２２日から実施する。 
   附 則 
この要綱は、令和５年５月９日から実施する。 
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別表１（第３条関係） 
（１）市役所 

役 職 職 名 
委 員 総務部 財務室 財政課長 

 財務室 管財・契約課長 

企画振興部 企画課長    

まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課長 

まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課主幹 

 まちづくり拠点整備室 まちづくり整備課長 

生活環境部 生活環境課長 

保健福祉部 介護福祉課長     

障がい福祉課長    

建設部 建築課長 

土木課長 

水道部 上水道課長     

下水道課長   

（２）関係機関 
役 職 職 名 
委 員 恵庭市営住宅運営委員会 委員  

協力委員 石狩振興局産業振興部建設指導課 主幹 
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別表２（第５条関係） 
（１）市役所 

役 職 職 名 
部 員 総務部 財務室 管財・契約課主査 

 財務室 財政課主査 

企画振興部 企画課主査 

まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課主査 

まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課主査 

 まちづくり拠点整備室 まちづくり整備課主査 

生活環境部 生活環境課主査 

保健福祉部 介護福祉課主査 

障がい福祉課主査 

建設部 建築課主査 

土木課主査 

水道部 上水道課主査 

下水道課主査 

（２）関係機関 
役 職 職 名 

オブザーバー 石狩振興局産業振興部 建設指導課 建築住宅係長 

建設指導課 
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２ 策定経緯 

年 月 日 内   容 

令和５年 ７月 13日 第１回 恵庭市公営住宅等長寿命化計画策定委員会 開催 

令和５年 ７月 13日 第１回 恵庭市公営住宅等長寿命化計画作業部会 開催 

令和５年 10月 31日 第２回 恵庭市公営住宅等長寿命化計画作業部会 開催 

令和５年 11月 １日 第２回 恵庭市公営住宅等長寿命化計画策定委員会 開催 

令和６年 2月 ２日 第３回 恵庭市公営住宅等長寿命化計画作業部会 開催 

令和６年 2月 ７日 第３回 恵庭市公営住宅等長寿命化計画策定委員会 開催 
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